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第１ はじめに 

昭和 22 年に制定・施行された労働基準法及び旧労働安全衛生規則では、労働者が常に健

康な状態で労働に従事するには、結核等の感染症を代表とする健康異常をできる限り早期に

発見することが必要であり、定期的な健康診断の実施が不可欠であるとの認識に基づき、労

働者に対する健康診断を行う義務が使用者に課された。さらに、昭和 47 年に制定された労

働安全衛生法における健康診断では、労働基準法以来の結核を中心とした胸部エックス線検

査及び喀痰検査に血圧測定等の項目が追加され、以降、生活習慣病及び作業関連疾患の対策

として、感染症対策以外の健康管理を目的とした健康診断項目が随時追加され、現在の定期

健康診断となっている。 

近年、結核罹患者は、かつての青少年層を中心とした結核単独の罹患かつ初感染患者から、

合併症を有する高齢者の既感染の発症者が中心となっていることなどから、一律的・集団的

な定期の健康診断が見直された結果、結核予防法（現在は感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律（以下「感染症法」という。）に統合され、廃止されている。）に

おける健康診断の対象者について効率化・重点化が図られた。 

結核予防法の規定に基づき事業者が行わなければならなかった定期の健康診断は、労働安

全衛生法等の規定によって健康診断が行われた場合、実施したこととしてみなされることと

なっていたことから、結核予防法の改正を受け、平成 17 年以降、労働安全衛生法に基づく

定期健康診断等における胸部エックス線検査等の実施について、「労働安全衛生法における

胸部エックス線検査等のあり方検討会」（平成 17 年 4 月～平成 18 年 8 月）、「労働安全衛

生法に基づく胸部エックス線検査の労働者の健康管理に対する有効性等の評価に関する調

査・研究」(平成 19 年度)において、調査・研究や検討が行われ、これらを踏まえ、本懇談

会において更なる検討を行い、このたび一定の結論を得たものである。 

これまでの調査・研究や検討の結果が、健康診断の適切な実施につながり、労働者の健康

確保対策がより一層推進されることを期待するものである。 
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第２ 定期健康診断等における胸部エックス線検査の仕組み 

労働安全衛生法（以下「安衛法」という。）に基づく健康診断は、職場において健康を阻

害する諸因子（有害なガス、蒸気、粉じん、化学物質等）による健康影響を早期発見し、ま

た、労働が原因の一つとなって労働者の健康状況が悪化することを防止するために行われて

いるものである。そのためには、健康診断の結果に関して、労働者の健康状況を経時的な変

化を踏まえて総合的に把握するとともに、必要に応じて、作業転換、職場改善等の事後措置

を実施することが重要であることから、これらの実施については、事業者に義務付けられて

いるものである。なお、健康診断の項目は、労働者の健康状態の把握等のため、必要な項目

が定められており、一律に実施すべきものと、個々の労働者の状況に基づき、医師等が判断、

取捨選択して実施すべきものとがある。 

現在、安衛法第 66 条第 1 項の規定に基づく雇入時の健康診断（労働安全衛生規則（以下

「安衛則」という。）第 43 条）、定期健康診断（安衛則第 44 条）、特定業務従事者の健康

診断（安衛則第 45 条）及び海外派遣労働者の健康診断（安衛則第 45 条の 2）については、

以下の表の如く、健康診断の種類毎に対象となる労働者及び実施時期が定められており、各

健康診断において、事業者は対象となる労働者に対し、胸部エックス線検査等を行わなけれ

ばならないこととなっている。なお、特定業務従事者の健康診断において、胸部エックス線

検査等については、1年以内ごとに 1回、定期に行えばよいこととなっている。 

 

健康診断の種類 対象となる労働者 実施時期 

雇入時の健康診断 常時使用する労働者 雇い入れの際 

定期健康診断 常時使用する労働者 1 年以内ごとに 1回 

特定業務従事者の健康診断 安衛則第13条第1項第2号※

に掲げる業務に常時従事す

る労働者 

配置換えの際及び6月以内ご

とに 1回 

注）胸部エックス線検査等につい

ては、1年以内ごとに 1回で可 

海外派遣労働者の健康診断 海外に6月以上派遣する労働

者 

海外に派遣する際及び帰国

後、国内における業務に就か

せる際 

 

※安衛則第 13 条第 1項第 2 号 

 イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 

 ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 
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 ハ ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務 

 ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 

 ホ 異常気圧下における業務 

 ヘ さく岩機、鋲
びょう

打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務 

 ト 重量物の取扱い等重激な業務 

 チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 

 リ 坑内における業務 

 ヌ 深夜業を含む業務 

 ル 水銀、砒
ひ

素、黄りん、弗
ふっ

化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭

酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務 

 ヲ 鉛、水銀、クロム、砒
ひ

素、黄りん、弗
ふっ

化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、

一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物

のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務 

 ワ 病原体によって汚染のおそれが著しい業務 

 カ その他厚生労働大臣が定める業務 

 

また、本懇談会の開催当初は、安衛則第 46 条の結核健康診断において、安衛法第 66 条第

1項の規定に基づく定期健康診断等の際、結核の発病のおそれがあると診断された労働者に

対し、その後おおむね 6ヶ月後に胸部エックス線検査等の実施を事業者に義務付けていると

ころであった。 
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第３ これまでの検討経緯等 

１．事業者の健康診断に係る結核予防法の改正の概要 

平成 17 年 4 月 1 日から結核予防法の一部を改正する法律等が施行され、従来の結核の

早期発見対策として行われてきた一律的・集団的な定期の健康診断の実施について、健康

診断における患者発見率に照らし、併せて集団感染の防止という観点からも、健康診断の

必要性・有効性について検討を行った上で対象者や回数等の見直しがなされた。 

その結果、原則としてすべての労働者に対して、年に 2回（2回目は結核のおそれがあ

る場合にのみ実施）、結核に係る健康診断を義務付けていたことを改め、結核菌にばく露

される機会が多い職場及び必ずしも結核に感染する危険は高くないものの、発症すれば二

次感染を引き起こす危険が高い学校、医療機関及び社会福祉施設等の従事者に限定して、

年に 1回の実施が事業者に義務付けられることとなった。 

 

２．労働安全衛生法における胸部エックス線検査等のあり方検討会の概要 

安衛法では、原則として常時使用する労働者に対して、年 1回（結核の発病のおそれが

あると診断された場合にはおおむね 6月後に再検査）の胸部エックス線検査等の実施を義

務付けていることから、上記１．における結核予防法令の改正内容を踏まえ、安衛法に基

づく定期健康診断等において、胸部エックス線検査等の実施の意義・対象・頻度等につい

て、医療技術の進歩、定期健康診断の有所見率等を踏まえ、健康診断の実施事業者等の関

係者からの意見聴取を行いつつ所要の検討を行うため、「労働安全衛生法における胸部エ

ックス線検査等のあり方検討会」（労働基準局長参集）（以下「検討会」という。）が開

催された（平成 17 年 4 月～平成 18 年 8 月、計 7 回）。 

検討会報告書においては、安衛法に基づく雇入時の健康診断、特定業務従事者の健康診

断及び海外派遣労働者の健康診断における胸部エックス線検査等は現行どおり実施すべ

きであり、結核健康診断については廃止すべきとの結論が得られた。 

定期健康診断における胸部エックス線検査等については、安衛法における胸部エックス

線検査では、職場環境（受動喫煙等）が関与する肺がんの問題、結核や他の呼吸器疾患（慢

性閉塞性肺疾患：COPD 等）、循環器疾患についても、中高年の発症頻度が高いまたは高

くなってきていることから、40 歳以上に呼吸器疾患等の一般的なスクリーニング検査と

して胸部エックス線検査を実施することが適当とされた。また、40 歳未満は医師の判断

により省略可とされたが、40 歳未満の者であっても、米国予防医療研究班により提示さ

れている健康管理プログラムを参考に 5歳毎に胸部エックス線検査を実施すること、有所

見者等についても省略不可とすること、じん肺法により 3年に 1回のじん肺健康診断の実

施となっている者（常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理一であるも
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の又は常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常

時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理二である労働者）については、じん肺

健康診断が実施されない 2年間については、安衛法に基づく定期健康診断における胸部エ

ックス線検査を受けることとなっているため、定期健康診断における胸部エックス線検査

の見直し内容によって、労働者の受ける健康診断の機会に影響が出ないように配慮するこ

とが適当とされた。 

また、見直しの実施にあたっては、有所見者等の範囲、結核予防法において結核菌にば

く露される機会が多い職場及び必ずしも結核に感染する危険は高くないものの、発症すれ

ば二次感染を引き起こす危険が高い職場の従業者等、職場環境（受動喫煙等）の問題等も

念頭におき、胸部エックス線検査の労働者の健康管理に対する有効性等の調査・研究とあ

わせて評価することが必要とされた。 

 

 ３．平成 19 年度厚生労働科学研究報告書の概要 

検討会報告書において、胸部エックス線検査の労働者の健康管理に対する有効性等の調

査・研究が必要とされたことを踏まえて、平成 19 年度に厚生労働科学研究費補助金（労

働安全衛生総合研究事業）において「労働安全衛生法に基づく胸部エックス線検査の労働

者の健康管理に対する有効性等の評価に関する調査・研究」（主任研究者：相澤好治北里

大学教授）（平成 19 年度厚生労働科学研究費補助金総括研究報告書）（以下「平成 19 年

度研究報告書」という。）が実施された。 

平成 19 年度研究報告書では、40 歳以上の者については 40 歳未満の者に比べて、胸部

エックス線検査による肺野の有所見率が有意に高いことが示され、40 歳未満の者の胸部

エックス線検査のあり方等については、5歳毎の節目の年齢に該当する者は胸部エックス

線検査の異常所見を診断する際、経年的変化を比較することの意義は極めて大きいことか

ら省略すべきでないとされた。また、感染症法施行令第 12 条第 1項第 1号に掲げる者（学

校、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は特定の社会福祉施設において業務に従

事する者）やじん肺健康診断が 3年に１回となっている者（前述）も、定期健康診断にお

いて胸部エックス線検査を省略すべきでないとされた。さらに、呼吸器・循環器疾患等の

罹患が疑われる自他覚症状や既往歴が認められる者についても、定期健康診断において胸

部エックス線検査を一律には省略すべきでないとされた。なお、40 歳未満の労働者で胸

部エックス線検査を省略できる者については、喀痰検査についても省略できるとされた。 

さらに、40 歳未満であっても胸部エックス線検査の実施の必要性をさらに検討すべき

と考えられるような対象（不特定多数の顧客が出入りする施設における業務など）につい

ての言及がなされた。 
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第４ 懇談会の検討事項等 

検討会報告書及び平成 19 年度研究報告書を踏まえ、胸部エックス線検査の実施対象者等

について、更に具体的に検討するため、平成 21 年 1 月から「労働者に対する胸部エックス

線検査の対象のあり方等に関する懇談会」（安全衛生部長参集）（以下「懇談会」という。）

が開催された。 

定期健康診断については、検討会報告書及び平成 19 年度研究報告書を踏まえた以下の分

類に基づき、胸部エックス線検査を必ず実施すべき対象か否かを判断するため、更なる調査

研究が必要と考えられた項目について、（独）労働安全衛生総合研究所に設置した「胸部エ

ックス線検査を実施すべき対象者の範囲に関する調査研究委員会」（平成 21 年 6 月～8月）

（以下「委員会」という。）において、文献検索、データ分析等を依頼し、その調査研究結

果を踏まえ、検討を行った。 

 

１．胸部エックス線検査の必要性が特に指摘されている対象者 

１）４０歳以上の労働者 

２）４０歳未満の労働者 

（イ） 呼吸器疾患等に係る自他覚症状及び既往歴のある者 

（ロ） 学校、病院、社会福祉施設等の労働者 

（ハ） じん肺健康診断の対象者（３年に１回のじん肺健康診断の対象者） 

（ニ） ５歳毎の節目健診の対象者 

  これらについては、改めて文献検索等を行った上で検討する必要性について確認した。 

 

２．胸部エックス線検査の実施の必要性をさらに検討すべき対象者 

１）結核 

結核感染のリスクが高いと考えられる集団、個人について 

  （イ）集団：不特定多数の顧客が出入りする職種 

（ロ）個人：結核蔓延国からの労働者等 

２）肺がん 

 ３）慢性閉塞性肺疾患（COPD） 

 ４）循環器疾患 

 ５）その他 

これらについては、委員会の調査研究結果を踏まえ、４０歳未満の労働者において、

各疾患等を対象として、胸部エックス線検査を実施する必要性について検討した。 

 



  

7 
 

加えて、検討会報告書において、雇入時の健康診断、特定業務従事者の健康診断及び海外

派遣労働者の健康診断における胸部エックス線検査は現行どおり実施すべきであり、結核健

康診断については廃止すべきであり、じん肺法に基づくじん肺健康診断が３年に１回の実施

となっている者については、安衛法の定期健康診断における胸部エックス線検査の見直しに

よって胸部エックス線検査を受ける機会に影響が生じないよう配慮することが適当とされ

たことについて、平成 19 年度研究報告書を踏まえ、再度検討した。 

 

○ 定期健康診断以外の健康診断について 

 １）雇入時の健康診断 

 ２）特定業務従事者の健康診断 

  ３）海外派遣労働者の健康診断 

  ４）結核健康診断 

  ５）じん肺法に基づくじん肺健康診断（じん肺法第８条等） 

  ※定期健康診断において胸部エックス線検査の必要性が特に指摘されている４０歳未

満の労働者（３年に１回のじん肺健康診断の対象者に限る。）の検討内容と重複 
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第５ 胸部エックス線検査を実施すべき対象者の範囲に関する調査

研究委員会報告書の概要 

第４で述べたとおり、第１回懇談会において、４０歳未満の労働者において、胸部エック

ス線検査を省略すべきではないハイリスク層の範囲について更なる検討が必要とされた項

目等に関して、委員会において主として文献や既存データのレビューが行われ、その結果が

とりまとめられた。その結果の概要は以下のとおりである。 

 

○  結核及びその他の調査項目において、一律には胸部エックス線検査を省略すべきで

ないとする対象集団を示す明確な調査研究結果は認められなかったが、以下の①～④

については、結核の感染リスクを高める場合があると考えられることに留意が必要で

あるとされた。 

① 結核の罹患の可能性が高いと考えられる多数の顧客と接触する場合等 

 感染症法施行令第12条第１項第１号で規定された業務以外の業務についても、

一般に結核の罹患の可能性が高いと考えられる多数の顧客と接触する場合等に

おいて、40 歳未満の労働者に集団感染事例が発生していることから、結核の感

染リスクを高める場合があると考えられることに留意が必要である。 

② 結核罹患率が高い地域における事業場での業務 

 事業場の労働者の結核の感染リスクは、事業場と地域との関わり合い、結核

罹患率、地域の環境などによって異なると考えられるが、一般に結核罹患率が

高い地域における事業場での業務は、結核の感染リスクを高める場合があると

考えられることに留意が必要である。 

③ 結核罹患率が高い海外地域における滞在歴 

 帰国後等における定期健康診断における胸部エックス線検査については、海

外地域の結核罹患率、海外での勤務・滞在の状況、滞在期間、帰国後の年数等

によって結核の感染リスクが異なると考えられ、その必要性も一律ではないが、

一般に結核罹患率が高い海外地域における滞在歴は、結核の感染リスクを高め

る場合があると考えられることに留意が必要である。 

④ 長時間労働による睡眠不足等 

通勤時間を含む長時間勤務や睡眠不足等により、細胞性免疫が低下すること

を示唆する研究報告など、過重労働に関連した研究報告が散見されたものの、

それらの研究をもって、ある一定の週労働時間を超えるものが、免疫力の低下

をきたすことにより結核等の感染リスクが高くなるとまではいえないが、一般
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に長時間労働による睡眠不足等は結核の感染リスクを高める場合があると考え

られることに留意が必要である。 

○  結核以外の疾患である肺がん、その他の肺疾患等（慢性閉塞性肺疾患、縦隔腫瘍、

サルコイドーシス）及び循環器疾患について、胸部エックス線検査が一律に必要とな

るような有病率が高い特定の集団に関する知見は認められなかった。 

 

 また、参考として、以下に委員会における調査研究項目を示す。 

 ① 結核 

１）感染症法で健康診断の実施を規定した業務以外で結核の感染リスクの高い業

務 

２）結核罹患率が高い地域における事業場 

３）結核罹患率が高い海外地域に勤務・滞在していた外国人労働者及び帰国労働

者 

 ② 肺がん 

 ③ その他の肺疾患等（慢性閉塞性肺疾患、縦隔腫瘍、サルコイドーシス） 

 ④ 循環器疾患 

 ⑤ その他 

１）過重労働 

２）生活歴（喫煙歴） 

３）就業形態 

４）受動喫煙の職場 

５）胸部エックス線検査が早期発見に有効な呼吸器疾患が疑われる行政指導の健

康診断 
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第６ 懇談会における検討結果 

１．定期健康診断における胸部エックス線検査について 

  １）胸部エックス線検査を実施すべき対象者 

下記の（イ）～（ハ）については、検討会報告書及び平成 19 年度研究報告書にお

いて、定期健康診断における胸部エックス線検査の必要性が十分示されており、省略

すべきでない。 

（イ）４０歳以上の者 

（ロ）４０歳未満の者であっても、５歳毎の節目の年齢にあたる２０歳、２５歳、３

０歳及び３５歳の者 

（ハ）４０歳未満の者（２０歳、２５歳、３０歳及び３５歳の者を除く。）で、以下

のいずれかに該当する者 

一 学校（専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。）、病院、診療所、

助産所、介護老人保健施設又は特定の社会福祉施設において業務に従事す

る者 

※感染症法施行令第 12 条第 1項第 1 号に掲げる者 

二 常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理一であるもの

又は常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以

外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理二である

労働者 

※じん肺法第 8条第 1 項第 1号又は第 3号に掲げる者 

三 呼吸器疾患等に係る自覚症状若しくは他覚症状又はそれらの既往歴のあ

る者 

 ※上記については、定期健康診断の際に実施される項目である「既往歴及

び業務歴の調査」や「自覚症状及び他覚症状の有無の検査」等により、

医師が判断する必要がある。 

 

２）胸部エックス線検査の実施を留意すべき対象者 

下記については、一律には省略すべきでないとする対象集団を示す明確な知見は認

められなかったものの、委員会での結論を踏まえると、一般に結核の感染リスクが高

いと考えられることから、医師が胸部エックス線検査の省略について判断する際、特

に留意すべき事項であると考える。 

（イ） 結核の罹患の可能性が高いと考えられる多数の顧客と接触する場合等 

（ロ） 結核罹患率が高い地域における事業場での業務 
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（ハ） 結核罹患率が高い海外地域における滞在歴 

（ニ） 長時間労働による睡眠不足等 

     

また、これらに該当しない者であっても、個別の既往歴の調査等で、特定の疾患（糖

尿病、慢性腎不全等）の罹患や治療（免疫抑制剤の使用）等により免疫力の低下が疑

われる状況にあることが把握され、結核の感染リスクが高いと考えられる場合などに

ついては、医師が胸部エックス線検査の省略について判断する際、特に留意すべきで

あると考える。 

 

３）その他 

４０歳未満で自覚症状や他覚症状がない者については、肺がん、その他の肺疾患等

（慢性閉塞性肺疾患、縦隔腫瘍、サルコイドーシス）、循環器疾患に関し、それぞれ

の疾患で特定の集団の発症リスクが高いとする疫学的知見は認められず、かつ、有病

率も稀であることから、医師が胸部エックス線検査の省略について判断する際、特に

留意する必要性は乏しいと考える。 

また、４０歳未満で自覚症状や他覚症状がない者における、生活歴（喫煙歴）、就

業形態、受動喫煙に関し、それぞれの項目で結核の感染リスク等の危険性が高いとす

る調査結果は認められなかったことから、医師が胸部エックス線検査の省略について

判断する際、特に留意する必要性は乏しいと考える。 

なお、特殊な業務における行政指導の健康診断で胸部エックス線検査が早期発見に

有効な呼吸器疾患の発症が疑われるものについては、既に胸部エックス線検査を規定

しているもの以外に胸部エックス線検査の必要性は認められないことから、医師が胸

部エックス線検査の省略の可否を判断する際、特に留意する必要性はない。 

 

２．定期健康診断以外の健康診断における胸部エックス線検査について 

定期健康診断以外の健康診断における胸部エックス線検査等の必要性の有無について

は、検討会報告書で一定の結論が得られていたが、本懇談会においても再度検討した。 

 

１）雇入時の健康診断（安衛則 第４３条） 

雇入時の健康診断における胸部エックス線検査は、結核も含めて呼吸器疾患の診断、

労働者の適正配置および入職後の健康管理に有用であるため、現行どおり実施すべき

である。 
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２）特定業務従事者の健康診断（安衛則 第４５条） 

特定業務の中には、土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所におけ

る業務、坑内における業務等もあることから、特定業務従事者の健康診断における胸

部エックス線検査は、現行どおり実施すべきである。 

 

３）海外派遣労働者の健康診断（安衛則 第４５条の２） 

   海外に派遣する労働者の健康状態の適切な判断及び派遣中の労働者の健康管理に

資する観点から、また、海外勤務を終了した労働者を国内勤務に就かせる場合の就業

上の配慮やその後の健康管理に資する観点から、海外派遣労働者の健康診断における

胸部エックス線検査は、現行どおり実施すべきである。 

 

４）結核健康診断（安衛則 第４６条） 

結核予防法が改正された際に、結核発病のおそれがあると診断された者に対する６

ヶ月後の胸部エックス線検査等の実施に係る規定が、医療機関への受診を前提として

廃止されたため、安衛法においても、同趣旨の結核健康診断の規定を廃止すべきであ

る。 

上記に基づき、第１回懇談会後に所定の手続きを経て、平成 21 年 4 月 1 日に結核

健康診断は廃止された。 

 

５）じん肺法に基づくじん肺健康診断（じん肺法第８条等） 

じん肺法に基づくじん肺健康診断が３年に１回の実施となっている者（常時粉じん

作業に従事しており、じん肺管理区分１※１）の労働者や、常時粉じん作業に従事した

ことがあり、現在は粉じん作業以外の作業に従事しているじん肺管理区分２※２)の労

働者）については、じん肺健康診断が実施されない２年間については、安衛法に基づ

く定期健康診断における胸部エックス線検査を受けることを前提として、じん肺法に

基づく定期外健康診断（じん肺又はじん肺の合併症にかかっている疑いがあると診断

された時等に速やかに実施。）が規定されているため、安衛法における定期健康診断

の際に胸部エックス線検査を実施すべきである。 

 

注） 

 ※１） 管理区分１ 

じん肺の所見がないと認められるもの 

 ※２） 管理区分２ 
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エックス線写真の像が第一型（両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が少

数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの。）でじん肺による著しい肺機能

の障害がないと認められるもの 
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胸部エックス線検査を実施すべき対象者の範囲 

に関する調査研究について(概要) 

 

１ 趣旨 

本調査研究は、平成 21年１月に厚生労働省で開催された「第１回労働者に対する

胸部エックス線検査の対象のあり方等に関する懇談会」において、40歳未満の労働

者において、胸部エックス線検査を省略すべきではないハイリスク層の範囲につい

て更なる検討が必要とされた項目等に関し、主として文献や既存データのレビュー

を行い、胸部エックス線検査の省略の判断基準等を議論する際に必要となる基礎資

料を前述の懇談会に提供するものである。 

 

２ 検討項目 

以下の項目について、文献等を収集し、胸部エックス線検査の省略の可否につい

て検討を行った。 

（１） 結核 

（２） 肺がん 

（３） その他の肺疾患 

（４） 循環器疾患 

（５） その他 

 

３ 委員会の設置 

本調査研究を行うために別紙の委員からなる委員会を設置した。 

 

４ 委員会の開催状況 

第１回 平成２１年 ６月１２日 

第２回 平成２１年 ８月２８日 
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＜  検  討  結  果  ＞ 

 

Ⅰ．調査項目及び結果 

1. 結核 

 （１）感染症法で健康診断の実施を規定した業務以外で結核の感染リスクの高い

業務 

「不特定多数の顧客が出入りする施設において業務に従事する労働者」

を中心に文献等の検索を行ったが、結核の感染リスクが明らかに高いとす

る特定の業務を紹介した文献やデータは認められなかった 1) - 5)。 

しかし、感染症法施行令第 12 条第１項第１号で規定された業務以外の業

務についても、一般に結核の罹患の可能性が高いと考えられる多数の顧客

と接触する場合などは40歳未満の労働者で集団感染事例が発生しているこ

とから、結核の感染リスクを高める場合があると考えられることに留意が

必要であるとされた。 

 

 （２）結核罹患率が高い地域における事業場 

既に第１回懇談会で、わが国における結核罹患率の地域格差が大きく、

大都市で高いことが示されていることから 6)、本委員会でのさらなる文献

等の検索は不要とされた。 

事業場の労働者の結核の感染リスクは、事業場と地域との関わり合い、

結核罹患率、地域の環境などによって異なると考えられるが、一般に結核

罹患率が高い地域における事業場での業務は、結核の感染リスクを高める

場合があると考えられることに留意が必要であるとされた。 

※平成 20年のわが国の結核罹患率（人口 10 万人対の新登録患者数）19．4 

 大阪市(50.6)、名古屋市(31.5)、堺市(28.9)、東京都特別区(28.6)、長野

県(10.2) 7) 

 

  （３）結核発生率が高い海外地域に勤務・滞在していた外国人労働者及び帰国労

働者 

   第１回懇談会の資料「平成 19 年結核登録者情報調査年報」において、わ

が国における 20歳代の結核罹患者のうち、約５人に１人が外国籍の者であ

ること（30 歳代においては、約 10 人に１人）が示されていることから 6)、

本委員会でのさらなる文献等の検索は不要とされた。 

   帰国後等における定期健康診断における胸部エックス線検査について

は、海外地域の結核罹患率、海外での勤務・滞在の状況、滞在期間、帰国

後の年数等によって結核の感染リスクが異なると考えられ、その必要性も

一律ではないが、一般に結核罹患率が高い海外地域における滞在歴は、結

核の感染リスクを高める場合があると考えられることに留意が必要である

とされた。 

   なお、海外派遣労働者については、安衛則第４５条の２第２項に基づき、
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帰国後に業務に就かせる際には、胸部エックス線検査を実施しなければな

らないとされている。 

 

2. 肺がん 

   40 歳未満の若年者において、肺がんのリスクが高いとする対象集団等に

関する文献等は発見されず、疫学的特徴は認められなかった 8)- 15)。 

 

3. その他の肺疾患等 

   40 歳未満の若年者において、呼吸器疾患、循環器疾患に係る自覚症状若

しくは他覚症状又はそれらの既往歴のある者を除き、慢性閉塞性肺疾患の

リスクが高いとする文献等は発見されず、疫学的特徴は認められなかった。 

   また、サルコイドーシス、縦隔腫瘍については、40 歳未満の若年者で無

症状の者が胸部エックス線検査で偶然発見される割合が高いことが示され

たが、いずれの疾患も、わが国においておよそ 10 万人に１人の有病率と稀

な疾患であった 16)- 31)。 

 

4. 循環器疾患 

40 歳未満の若年者において、呼吸器疾患、循環器疾患に係る自覚症状若

しくは他覚症状又はそれらの既往歴のある者を除き、特に循環器疾患のリ

スクが高いとする文献等は発見されず、疫学的特徴は認められなかった。 

なお、わが国における 40 歳未満の若年者で無症状であった延べ約 150

万人に対する調査結果（(社)全国労働衛生団体連合会提供データ）では、

胸部エックス線検査で偶然発見される心血管系所見で最も頻度が高い所見

は心拡大であり、男性 0.17％、女性 0.06％の所見率であった。 

 

5. その他 

 （１）過重労働 

   40 歳未満の若年者において、過重労働と結核の罹患の関連性について直

接証明した文献等は認められなかった 32)- 35)。 

ただし、「肺結核患者の発病要因に関する研究」（奈良医学雑誌、1982.12、

米田三平）では、肺結核の要因として過労（肉体的な激務、勤務時間の長いこ

と、不規則勤務などを定義）が影響しているとする症例対象研究が認められた
32)。また、「Lower percentage of CD56+ cells associated with long working 

hours.」（Ind health、2001、短報、A Yasuda et al.）では、週労働時間が

長時間群（65 時間以上）は短時間群（55 時間未満）に比べ、細胞性免疫を

担うＮＫ細胞に表現される主たるＣＤ抗原であるＣＤ56 が低下しており、

慢性的ストレスによる免疫力低下が示唆された。また、睡眠時間が６時間

未満/日の群は、８時間以上/日の群と比べ、ＣＤ56 が低下していた。一方、

同研究は週労働時間に通勤時間が含まれており、対象数も 150 人前後（う
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ち、長時間群 11 人）と少なく、ＣＤ56の割合の個人差、年齢、喫煙等が調

整されておらず、過重労働そのものによる健康障害等のエビデンスとして

は不十分であった 34)。 

スウェーデンにおける約 30,000 人を対象とした死亡原因登録調査の結

果などに基づく研究では、女性で長時間労働群(≧5時間/週)の場合、全死

亡率が有意に高かったが（調整済み RR:1.92(1.13-3.25)）、40 歳未満の若

年者を解析したものではなく、結核の感染リスク等の個々の疾患別死亡率

については不明であった 33)。 

よって、これらの研究をもって、ある一定の週労働時間を超えるものが、

免疫力の低下をきたすことにより結核等の感染リスクが高くなるとまでは

いえないが、一般に長時間労働による睡眠不足等は結核の感染リスクを高

める場合があると考えられることに留意が必要であるとされた。 

 

 （２）生活歴（喫煙歴） 

   40 歳未満の若年者において、呼吸器疾患、循環器疾患に係る自覚症状若

しくは他覚症状又はそれらの既往歴のある者を除き、現に喫煙をしている

者及び過去に喫煙をしていた者で一定の喫煙歴を有する者に関する文献等

の検索を行ったが、特に結核の感染リスクをはじめとする呼吸器疾患、循

環器疾患の危険性が高いとするものは発見されなかった。 

 

 （３）就業形態 

   40 歳未満の若年者において、派遣や短時間労働等の特殊な就業形態の労

働者に関する文献等の検索を行ったが、結核の感染リスクをはじめとする

呼吸器疾患、循環器疾患が高いとするものは発見されなかった 36)-38)。 

   なお、フィンランドにおける約 92,000 人を対象としたコホート調査で

は、非正規雇用群での総死亡が男性で 1.61 倍、女性で 1.24 倍と高く、ア

ルコールに関連した疾患と喫煙に関連した疾患の死亡が高かったが、同研

究は性や年齢の他に、職業や給与も調整していることから、非正規雇用の

何が死亡に影響を与えたかは不明であった 38)。 

 

 （４）受動喫煙の職場 

   40 歳未満の若年者において、受動喫煙と結核の感染リスク等の関連性に

ついて文献等の検索を行ったが、結核の感染リスク等が高いとするものは

発見されなかった。 

 

  （５）胸部エックス線検査が早期発見に有効な呼吸器疾患が疑われる行政指導の

健診 

特殊な業務における行政指導の健診で、胸部エックス線検査が早期発見

に有効な呼吸器疾患の発症が疑われるものの有無について検討したが、既
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に胸部エックス線検査を規定しているもの以外については特に必要性は認

められなかった。 

 

なお、第１回懇談会において、40 歳未満の労働者であっても胸部エックス線検査を

省略すべきでない項目として提示された以下の 1.～4.について、再度文献等の収集の

必要性について検討したが、いずれの項目も省略すべきでないとのことから文献等の

検索は不要とされた。 

1. 呼吸器疾患、循環器疾患に係る自覚症状若しくは他覚症状又はそれらの既往歴

のある者 

2. 感染症法で結核健診を毎年実施しなければいけない対象者である学校、病院、

社会福祉施設等の労働者 

3. じん肺健診の対象者（3年に 1回の対象者） 

4. 5 歳毎（20 歳、25 歳、30 歳及び 35 歳）の節目健診の対象者 
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